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一　

概
説

　

１　

改
正
の
成
立
経
緯

　
　
�
　

「
過
度
に
傷
害
を
与
え
又
は
無
差
別
に
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
通
常
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
条
約
」
（
以
下

「
条
約
」
と
い
う
。
）
は
、
条
約
本
文
及
び
三
の
附
属
議
定
書
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
、
昭
和
五
十
四
年
（
千
九
百
七
十
九
年
）
及
び
昭
和
五
十
五
年

（
千
九
百
八
十
年
）
の
二
回
に
わ
た
り
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
「
過
度
に
傷
害
を
与
え
又
は
無
差
別
に
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

通
常
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
連
合
会
議
」
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、
昭
和
五
十
八
年
（
千
九
百
八
十
三
年
）
に
効
力
を
生
じ
た
。
本

年
二
月
二
十
四
日
現
在
、
我
が
国
を
含
め
九
十
箇
国
が
締
約
国
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
�
　

そ
の
後
、
平
成
七
年
（
千
九
百
九
十
五
年
）
に
は
、
「
失
明
を
も
た
ら
す
レ
ー
ザ
ー
兵
器
に
関
す
る
議
定
書
（
議
定
書
Ⅳ
）
」
を
追
加
す
る
議
定
書
が

ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
条
約
の
運
用
検
討
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
八
年
（
千
九
百
九
十
六
年
）
に
は
、
「
地

雷
、
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
及
び
他
の
類
似
の
装
置
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
議
定
書
（
議
定
書
Ⅱ
）
」
を
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争

に
つ
い
て
も
適
用
す
る
等
、
地
雷
等
に
関
す
る
規
制
を
強
化
す
る
た
め
に
同
議
定
書
を
改
正
す
る
議
定
書
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
条
約
の
運
用
検

討
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。

　
　
�
　

さ
ら
に
、
地
雷
等
以
外
の
通
常
兵
器
で
条
約
及
び
条
約
の
附
属
議
定
書
に
よ
り
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
国
際
的
性
質
を
有

し
な
い
武
力
紛
争
に
お
い
て
そ
の
使
用
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
十
三
年
（
二
千
一
年
）
十
二
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
開
催
さ
れ
た
条
約
の
運
用
検
討
会
議
に
お
い
て
、
条
約
及
び
条
約
の
附
属
議
定
書
を
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
改
正
が
採
択
さ
れ
た
。

　

２　

改
正
の
受
諾
の
意
義

　
　
　

こ
の
改
正
は
、
条
約
及
び
条
約
の
附
属
議
定
書
を
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
が

国
が
こ
の
改
正
を
受
諾
し
て
そ
の
早
期
発
効
に
寄
与
す
る
こ
と
は
、
通
常
兵
器
に
つ
い
て
の
軍
備
管
理
及
び
軍
備
縮
小
を
促
進
す
る
た
め
の
国
際
協
力
に
寄

与
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

３　

改
正
の
受
諾
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

一



　
　
　

こ
の
改
正
の
受
諾
に
よ
り
、
我
が
国
は
、
条
約
及
び
条
約
の
附
属
議
定
書
を
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
義
務
を
負
う
こ

と
と
な
る
。

　

４　

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

　
　
　

我
が
国
は
、
こ
れ
ま
で
通
常
兵
器
に
つ
い
て
の
軍
備
管
理
及
び
軍
備
縮
小
の
促
進
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。
こ
の
改
正
は
、
条
約
及
び
条
約

の
附
属
議
定
書
を
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
武
力
紛
争
に
お
け
る
惨
禍

の
軽
減
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
通
常
兵
器
に
つ
い
て
の
軍
備
管
理
及
び
軍
備
縮
小
を
促
進
す
る
た
め
の
国
際
協
力
に
寄
与
す
る
と
の
見
地
か
ら
、
我
が
国

が
こ
の
改
正
を
早
期
に
受
諾
し
て
そ
の
早
期
発
効
に
貢
献
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二　

改
正
の
内
容

　
　

こ
の
改
正
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
条
約
及
び
条
約
の
附
属
議
定
書
は
、
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。 

二

改　
　

正　
　

後

　
　
　
　

第
一
条　

適
用
範
囲

１　

こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
附
属
議
定
書
は
、
戦
争
犠
牲
者
の
保
護

に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
そ

れ
ぞ
れ
の
第
二
条
に
共
通
し
て
規
定
す
る
事
態
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

の
追
加
議
定
書
Ⅰ
第
一
条
４
に
規
定
す
る
事
態
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

２　

こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
附
属
議
定
書
は
、
１
に
規
定
す
る
事
態

改　
　

正　
　

前

　
　
　
　

第
一
条　

適
用
範
囲

　

こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
附
属
議
定
書
は
、
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
に

関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
そ
れ
ぞ

れ
の
第
二
条
に
共
通
し
て
規
定
す
る
事
態
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
追
加

議
定
書
Ⅰ
第
一
条
４
に
規
定
す
る
事
態
を
含
む
。
）　
に
つ
い
て
適
用
す

る
。



 

三

　

に
加
え
、
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
そ

れ
ぞ
れ
の
第
三
条
に
共
通
し
て
規
定
す
る
事
態
に
つ
い
て
も
適
用
す

る
。
こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
附
属
議
定
書
は
、
暴
動
、
独
立
の
又

は
散
発
的
な
暴
力
行
為
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
性
質
の
行
為
等
国
内

に
お
け
る
騒
乱
及
び
緊
張
の
事
態
に
つ
い
て
は
、
武
力
紛
争
に
当
た
ら

な
い
も
の
と
し
て
適
用
し
な
い
。

３　

締
約
国
の
一
の
領
域
内
に
生
ず
る
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛

争
の
場
合
に
は
、
各
紛
争
当
事
者
は
、
こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
附

属
議
定
書
に
規
定
す
る
禁
止
及
び
制
限
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４　

こ
の
条
約
又
は
こ
の
条
約
の
附
属
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国

の
主
権
又
は
、
あ
ら
ゆ
る
正
当
な
手
段
に
よ
っ
て
、
国
の
法
律
及
び
秩

序
を
維
持
し
若
し
く
は
回
復
し
若
し
く
は
国
の
統
一
を
維
持
し
及
び
領

土
を
保
全
す
る
た
め
の
政
府
の
責
任
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
目
的
と

し
て
援
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

５　

こ
の
条
約
又
は
こ
の
条
約
の
附
属
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
武

力
紛
争
が
生
じ
て
い
る
締
約
国
の
領
域
内
に
お
け
る
当
該
武
力
紛
争
又

は
武
力
紛
争
が
生
じ
て
い
る
締
約
国
の
国
内
問
題
若
し
く
は
対
外
的
な

問
題
に
直
接
又
は
間
接
に
介
入
す
る
こ
と
を
、
そ
の
介
入
の
理
由
の
い

か
ん
を
問
わ
ず
、
正
当
化
す
る
た
め
に
援
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

６　

こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
附
属
議
定
書
を
受
諾
し
た
締
約
国
で
な



三　

改
正
の
効
力
発
生

　
　

こ
の
改
正
は
、
条
約
第
八
条
１�
の
規
定
に
従
っ
て
、
二
十
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
の
後
六
箇
月
で
効
力
を
生

ず
る
。

四　

改
正
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

　
　

こ
の
改
正
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

 

四

　

い
紛
争
当
事
者
に
対
す
る
こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
附
属
議
定
書
の

規
定
の
適
用
は
、
当
該
紛
争
当
事
者
の
法
的
地
位
又
は
紛
争
中
の
領
域

の
法
的
地
位
を
明
示
的
又
は
黙
示
的
に
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。

７　

２
か
ら
６
ま
で
の
規
定
は
、
二
千
二
年
一
月
一
日
以
後
に
採
択
さ
れ

る
追
加
の
議
定
書
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
当
該
追
加
の
議

定
書
は
、
こ
の
条
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
範
囲

を
適
用
し
、
除
外
し
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
参　

考
）

１　

採
択　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日　

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
採
択

２　

効
力
発
生　

平
成
十
五
年
二
月
二
十
四
日
現
在　

未
発
効

３　

締
約
国　

平
成
十
五
年
二
月
二
十
四
日
現
在　

八
箇
国

　
　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
大
韓
民
国
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
英
国
、
バ
チ
カ
ン

五


